
船舶事故調査報告書 

令和２年７月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和元年１２月８日 １１時３５分ごろ 

発生場所 福岡県福岡市志賀
し か の

島北西方沖 

 玄界
げんかい

島灯台から真方位０９５°２.５海里付近 

 （概位 北緯３３°４１.３′ 東経１３０°１７.１′） 

事故の概要 プレジャーボートSouth
サ ウ ス

･Wind
ウィンド

は、航行中、浅所に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和元年１２月１８日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート South･Wind、５トン未満（長さ５.９４ｍ） 

２９０－４９９８８福岡、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 船外機のプロペラ翼及びギアに破損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向  南、風力 ２、視界 良好  

海象：波高 約５０cm、潮汐 下げ潮の末期 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、知人２人を乗せ、ＧＰＳプロッタ

ー機能付き魚群探知機で船位及び水深を確認しながら、志賀島北西方

の岩が散在する浅所（以下「本件浅所」という。）を約１０ノット以

下の対地速力で南南西進中、水深警報（水深３ｍ以浅で設定）が一瞬

鳴った直後に本件浅所に乗り揚げた。 

船長は、本件浅所の存在を知っていたものの、他の漁船が本件浅所

付近を通航したのを見て、本船も通航できると思い、本件浅所を航行

した。 

本船の喫水は、船首約０.４ｍ、船尾約０.７ｍであった。 

分析 

 

 本船は、船長が他の漁船が本件浅所付近を通航したのを見て本船も

通航できると思い、本件浅所を航行したことから、本件浅所に乗り揚

げたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、船長が他の漁船が本件浅所付近を通航したのを

見て本船も通航できると思い、本件浅所を航行したため、本件浅所に

乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、浅所付近を他船が航行するのを認めても、自船も通過で

きると思わずに、自船の喫水を考慮して通航の可否を判断するこ

と。 

 


